
措 置 状 況 通 知 書 

 （担当部）道路部 

監査種別 ２０２２年 第１回定期監査（その１） 

監査対象 道路部 道路整備課 

監 査 の 

結 果 

＜収入事務＞ 

【指摘】現金等の管理については、町田市会計事務規則等にのっとり、適正

に行うべきもの 

町田市会計事務規則第１１２条では、出納員は、現金出納簿、有価証券出

納簿、金庫内保管物記録簿のうち、必要なものを備えて整理しなければなら

ないと定め、手提金庫及び金庫室の使用に関する取扱要領第５では、課長は、

業務終了後、毎日、金庫内保管物記録簿に手提金庫内の保管物を全て記録す

ると定めている。 

現金等の取扱いに係る関係書類の閲覧及び担当職員への質問を行ったとこ

ろ、金庫内保管物記録簿と現金出納簿の現金が一致しない事例や、金庫内保

管物記録簿と郵券差引簿の郵券枚数が一致しない事例、また、金庫内保管物

記録簿が作成されていない事例が見受けられた。 

主管部課によれば、年度当初に現金及び郵券を取り扱う担当替えを行った

際、担当者の経験不足により、金庫内保管物記録簿等の記載に誤りが多く発

生したとのことであった。 

出納員が備える現金出納簿は、現金等の出納を整理して記録するものであ

り、金庫内保管物記録簿は、現金等の保管物全てを整理して記録するもので

ある。 

また、郵券差引簿は、郵券の購入及び使用状況を整理して記録するもので

あり、郵券を金庫内に保管している場合は、金庫内保管物記録簿にも記録す

るものである。 

現金及び郵券を取り扱う担当者の経験不足により記載誤りが多く発生した

とのことであるが、金庫内保管物記録簿の決裁において現金出納簿や郵券差

引簿と一致しているかを確認することは、出納員が現金等の管理を適正に行

う上で必要なことである。 

主管部課は、町田市会計事務規則等にのっとり、現金等の管理を適正に行

うべきである。 

 

 

 

 

 



措置済み 

（改善措置を講じた時期）２０２２年４月 

（改善措置の内容） 

課内で本件指摘事項を周知するとともに、金庫内保管物記録簿の決裁過程

において、現金出納簿や郵券差引簿と整合しているかを逐一確認することを

徹底しました。 

  

 



措 置 状 況 通 知 書 

（担当部）道路部 

監査種別 ２０２２年 第１回定期監査（その１） 

監査対象 道路部 道路管理課 

監 査 の 

結 果 

＜収入事務＞ 

【指摘】調定の手続については、町田市会計事務規則等にのっとり、適正に

行うべきもの 

地方自治法第２３１条では、普通地方公共団体の歳入を収入するときは、

政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知

をしなければならないと定めている。 

町田市会計事務規則第２０条第１項では、課長は、歳入を収入しようとす

るときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属

年度、歳入科目、納入すべき金額、債務者、納付期限及び納付場所の調査決

定をしなければならないと定め、同規則第２３条では、課長は、調定をした

ときは、直ちに納入通知書を作成し、債務者に送付しなければならないと定

めている。 

また、同規則第２１条第１項では、課長は、前条の規定により歳入の調定

をしたときは、調定書により直ちに会計管理者に通知しなければならないと

定め、同条第２項では、当該収入の原因となる個別の業務により債務者及び

納入の実績を管理している場合については、調定書における債務者を省略し

て会計管理者に週末又は月末等に取りまとめて通知することができると定め

ている。 

屋外広告物許可申請手数料に係る関係書類の閲覧及び担当職員への質問を

行ったところ、次のような事例が見受けられた。 

（１）調定を行わず、納入通知書が作成されている事例 

（２）会計管理者に対する調定の通知を月末に１か月分を取りまとめて 

通知しているが、納入通知書の合計額と一致しない事例 

主管部課によれば、過去に許可したものを更新する申請が多数であること、

早く納入をしたいという申請者からの要望があることから、納入通知書を作

成し、納入があった後に調定を行っているとのことであった。 

また、納入があった１か月分を月末に取りまとめて会計管理者に対し調定

の通知を行っているとのことであった。 

過去に許可したものを更新する申請が多数であること、早く納入をしたい

という申請者からの要望があるとのことであるが、調定は、債権の内容を調

査し、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入義務者等を決定

する内部的意思決定の行為であり、納入の通知は、調定により確定した債権

の内容を納入義務者に対して通知する行為であることから、調定は、納入の



通知の前に行うものである。 

また、会計管理者に対する調定の通知は、調定により確定した納入すべき

金額と納入義務者から納入された金額を会計管理者において突合することに

より、適正な出納の管理に資するためのものである。 

主管部課は、町田市会計事務規則等にのっとり、調定の手続を行うべきで

ある。 

 

措置済み 

（改善措置を講じた時期）２０２２年４月 

（改善措置の内容） 

 納入の通知については、調定後に納入通知書を発行するよう改めました。 

また、会計管理者に対する調定の通知については、調定により確定した金

額に基づき行うことで、納入通知書の合計額と一致するよう改めました。 

  

 



措 置 状 況 通 知 書 

（担当部）政策経営部 

監査種別 ２０２２年 第１回定期監査（その２） 

監査対象 政策経営部 デジタル戦略室 

監 査 の 

結 果 

＜契約事務＞ 

【指摘】履行の確認については、町田市契約事務規則等にのっとり、適正に

行うべきもの 

地方自治法第２３４条の２第１項では、「普通地方公共団体が工事若しくは

製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場

合においては、（中略）契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付

の完了の確認（中略）をするため必要な監督又は検査をしなければならない。」

と定め、地方自治法施行令第１６７条の１５第２項では、「地方自治法第２３

４条の２第１項の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関

係書類（中略）に基づいて行わなければならない。」と定めている。 

町田市契約事務規則第４５条第２項では、「課長は、（中略）検査を行った

結果、合格と認めたときは、その旨を記載した書類を作成しなければならな

い。」としている。 

また、町田市総合行政情報システム運用業務委託契約約款第９条では、「乙

は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行し

たときは、直ちに、甲に対して完了届を提出して検査を受けなければならな

い。」と定めている。 

町田市総合行政情報システム運用業務委託に係る関係書類の閲覧及び担当

職員への質問を行ったところ、完了届が受託者から提出されていないにもか

かわらず、町田市契約事務規則にのっとった書類が作成されている事例が見

受けられた。 

主管部課によれば、受託者から完了届が提出されていないが、管理職も出

席する毎月の定例報告会において提出された実績報告や報告資料をもって合

格証を作成していたとのことであった。 

検査は、受託者が契約の内容どおり適正に履行したか否かを確認する行為

である。受託者が業務を履行したときに提出する完了届により検査を行った

結果、合格と認めたときは、その旨を記載した書類を作成しなければならな

い。 

受託者から完了届が提出されていないが、管理職も出席する毎月の定例報

告会において提出された実績報告や報告資料をもって合格証を作成していた

とのことであるが、検査は、受託者から完了届の提出を受け、契約書、仕様

書及び設計書その他の関係書類に基づいて行わなければならない。 

主管部課は、町田市契約事務規則等にのっとり、履行の確認を適正に行う



べきである。 

 

措置済み 

（改善措置を講じた時期）２０２２年８月 

（改善措置の内容） 

完了届の提出について、新たにチェックリストを使用して確認するととも

に、契約書に添付する仕様書にも明記することで、提出の徹底を図り、同様

のことが起きないように改善しました。 

  

 



措 置 状 況 通 知 書 

（担当部）政策経営部 

監査種別 ２０２２年 第１回定期監査（その２） 

監査対象 政策経営部 デジタル戦略室 

監 査 の 

結 果 

＜契約事務＞ 

【指摘】個人情報を取り扱う契約については、町田市個人情報保護条例等に 

のっとり、適正に行うべきもの 

町田市個人情報保護条例第１２条の３第１項では、「実施機関から個人情報

を取り扱う業務を受託した事業者（中略）は、個人情報の漏えい、滅失及び

き損の防止その他の 個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。」と定めている。 

また、契約事務の手引書では、受託者が個人情報を取り扱う場合、あるい

は情報資産を受託者に委ねる場合は、契約書に情報セキュリティ確保・個人

情報保護のための特記仕様書を添付することとしている。 

基幹業務システム（税務）賃貸借（長期継続契約）に係る関係書類の閲覧

及び担当職員への質問を行ったところ、契約書に情報セキュリティ確保・個

人情報保護のための特記仕様書が添付されていなかった。 

主管部課によれば、契約書に添付すべき書類の確認が不十分であったとの

ことであった。 

情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書は、個人情報を

取り扱う業務を受託した者に対し、町田市個人情報保護条例、町田市情報セ

キュリティポリシーを遵守させるものである。契約書に添付すべき書類の確

認が不十分であったとのことであるが、情報セキュリティ確保・個人情報保

護のための特記仕様書を添付することは、市が発注者として、受託者に対し、

個人情報保護の指導、監督を徹底するために必要である。 

主管部課は、町田市個人情報保護条例等にのっとり、個人情報を取り扱う

契約を適正に行うべきである。 

 

措置済み 

（改善措置を講じた時期）２０２２年５月 

（改善措置の内容） 

当該契約の相手方と、契約内容に情報セキュリティ確保・個人情報保護の

ための特記仕様書を追加する旨の合意書を取り交わしました。また、新たに

チェックリストを使用して、契約にあたって必要な書類が揃っているか、記

載に誤りが無いかといった確認を行い、同様のことが起きないように改善し

ました。 

  

 



措 置 状 況 通 知 書 

（担当部）政策経営部 

監査種別 ２０２２年 第１回定期監査（その２） 

監査対象 政策経営部 デジタル戦略室 

監 査 の 

結 果 

＜契約事務＞ 

【意見】個人情報を取り扱う委託契約については、個人情報の保護の観点  

から再委託先の確認方法を検討するよう努められたい。 

契約事務の手引書では、情報セキュリティ及び適正な履行の確保並びに契

約方法の適正化の観点から再委託を禁止している。ただし、やむを得ず業務

を第三者に再委託する場合には、あらかじめ必要な書類の提出を求めるなど

して、再委託する理由、内容、相手等をしっかりと確認した上で承諾を行う

こととしており、契約事務に関する留意事項について（２０１９年１２月１

１日及び２０２０年５月１１日付け契約課事務連絡）では、再委託に関する

承認手続き様式を示している。 

町田市総合行政情報システム運用業務委託に係る関係書類の閲覧及び担当

職員への質問を行ったところ、業務を第三者に再委託する場合に必要とされ

ている、次の書類が提出されていない事例が見受けられた。 

ア 再委託先が作成した誓約書 

イ 再委託先の商業登記簿の写し 

ウ 受託者と再委託先との業務提携又は代理店特約等に関する契約書等の

写し 

エ 受託者と再委託先とが締結した当該契約書の写し 

主管部課によれば、個人情報を取り扱う契約については、市政情報課から

発出されている情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書を

使用し、同特記仕様書に基づいた再委託に関する承認申請書を提出させてい

る。契約課で示す個人情報を取り扱わない契約に係る再委託に関する承諾申

請書の提出は求めていないとのことであった。 

個人情報を取り扱う契約に係る再委託については、情報資産を故意、過失、

災害による漏えい、滅失及びき損から守るため、人的・物理的・技術的セキ

ュリティ対策を講ずることは受託者の責務である。受託者は、再委託先に対

しても同等の対策が取られていることを市に対して明らかにしなければなら

ない。 

市政情報課から発出されている情報セキュリティ確保・個人情報保護のた

めの特記仕様書を使用し、同特記仕様書に基づいた承認申請書を提出させて

いるとのことであるが、業務を第三者に再委託する場合、再委託先が受託者

と同等の個人情報保護措置を講じていることを受託者が保証し、発注者であ

る市が再委託先を確認することで再委託が認められることから、再委託先に



対する監督が担保されている状況が望ましい。 

契約課で示す個人情報を取り扱わない契約に係る再委託では、発注者であ

る市が再委託先を確認する際、再委託先の法人としての適格性等を確認する

書類や、再委託先が再々委託をしない旨等を約した誓約書を提出させるなど、

再委託について、慎重に確認した上で承諾することを求めている。 

主管部課は、個人情報の保護の観点から、個人情報を取り扱う委託契約に

おける再委託先の確認方法を検討するよう努められたい。 

 

措置済み 

（改善措置を講じた時期）２０２３年２月 

（改善措置の内容） 

関係各課と協議し、「情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記

仕様書」の見直しを行いました。見直した結果、①再委託先が作成した誓約

書、②再委託先の商業登記簿の写し、③受託者と再委託先との業務提携又は

代理店特約等に関する契約書等の写し、④受託者と再委託先とが締結した当

該契約書の写しの提出について規定しました。今後はこの規定に基づき、適

正に再委託先の確認を行っていきます。  

  

 



措 置 状 況 通 知 書 

（担当部）地域福祉部 

監査種別 ２０２２年 第１回定期監査（その２） 

監査対象 地域福祉部 生活援護課 

監 査 の 

結 果 

＜契約事務＞ 

【指摘】督促については、町田市私債権管理条例等にのっとり、行うべきも

の 

非強制徴収公債権である生活保護法第６３条に基づく生活保護費返還金の

督促については、私債権管理マニュアルにおいて、債権の発生根拠となる法

規に特別の規定がないときは、町田市私債権管理条例及び同条例施行規則に

準じて措置するのが相当であるとしている。 

町田市私債権管理条例第６条では、私債権について、期限を指定して督促

をしなければならないと定め、同条例施行規則第６条では、督促は、原則と

して当該私債権の履行期限経過後３０日以内に書面で行うものとすると定め

ている。 

生活保護法第６３条に基づく生活保護費返還金に係る関係書類の閲覧及び

担当職員への質問を行ったところ、督促が納入通知書の納期限から３０日以

内に行われていない事例が見受けられた。 

主管部課によれば、生活保護法第６３条に基づく生活保護費返還金につい

ては、速やかに返還させなければならないことから、返還すべき債権が発生

した都度、納期限を設定しているが、納期限ごとに督促時期が異なることで、

事務処理が煩雑となり、督促が遅れているとのことであった。 

督促は、納期限までに納付されないとき、期限を指定し、納付を促す行為

である。事務処理の煩雑さから、督促が遅れているとのことであるが、早期

の納付を促すためにも、督促を速やかに行っていくことが必要である。 

主管部課は、町田市私債権管理条例等にのっとり、督促を行うべきである。 

 

措置済み 

（改善措置を講じた時期）２０２５年６月 

（改善措置の内容） 

事務の見直し等により１か月程度前倒して督促を発送するように改善を行

いました。すべての督促を３０日以内に発送ができるように、引き続き事務

と運用方法の検討をしていきます。 

  

 



措 置 状 況 通 知 書 

（担当部）地域福祉部 

監査種別 ２０２２年 第１回定期監査（その２） 

監査対象 地域福祉部 生活援護課 

監 査 の 

結 果 

＜契約事務＞ 

【指摘】個人情報を取り扱う委託契約については、情報セキュリティ確保・

個人情報保護のための特記仕様書にのっとり、適正に行うべきもの 

町田市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金問い合わせ対応コ

ールセンター設置運営業務委託については、情報セキュリティ確保・個人情

報保護のための特記仕様書において、情報の漏えい・流出及び滅失・き損等

の事故発生への対応マニュアル及び履行体制図を提出しなければならないと

定めている。 

町田市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金問い合わせ対応コ

ールセンター設置運営業務委託に係る関係書類の閲覧及び担当職員への質問

を行ったところ、対応マニュアル及び履行体制図が提出されていなかった。 

主管部課によれば、受託者から対応マニュアル及び履行体制図を提出させ

ることを失念していたとのことであった。 

対応マニュアル及び履行体制図は、情報の漏えい・流出及び滅失・き損等

の事故が発生した場合に、速やかに対応するためのものである。受託者から

提出させることを失念していたとのことであるが、対応マニュアル及び履行

体制図は、受託者の情報管理体制と緊急時の連絡体制を明らかにするもので

あり、個人情報の流出等による被害の拡大防止や二次被害を防止するために

必要なものである。 

主管部課は、情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書に

のっとり、個人情報を取り扱う委託契約を適正に行うべきである。 

 

措置済み 

（改善措置を講じた時期）２０２２年５月 

（改善措置の内容）受託者に「事故発生時対応マニュアルおよび履行体制図」

の作成、提出を指示し、受理・確認済みです。 

  

 



措 置 状 況 通 知 書 

（担当部）地域福祉部 

監査種別 ２０２２年 第１回定期監査（その２） 

監査対象 地域福祉部 生活援護課 

監 査 の 

結 果 

＜契約事務＞ 

【指摘】履行の確認については、町田市契約事務規則等にのっとり、適正に

行うべきもの 

地方自治法第２３４条の２第１項では、「普通地方公共団体が工事若しくは

製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場

合においては、（中略）契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付

の完了の確認（中略）をするため必要な監督又は検査をしなければならない。」

と定め、町田市契約事務規則第４５条第２項では、「課長は、（中略）検査を

行った結果、合格と認めたときは、その旨を記載した書類を作成しなければ

ならない。」と定めている。 

町田市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金問い合わせ対応コ

ールセンター設置運営業務委託に係る関係書類の閲覧及び担当職員への質問

を行ったところ、町田市契約事務規則にのっとった書類が作成されていなか

った。 

主管部課によれば、受託者から業務報告が提出されていたが、検査及び合

格証等の作成をしていなかったとのことであった。 

検査は、受託者が契約の内容どおり適正に履行したか否かを確認する行為

である。受託者から業務報告が提出されていたが、検査及び合格証等の作成

をしていなかったとのことであるが、契約の適正な履行を確保するためには、

提出された業務報告の検査を行い、合格証等の書類を作成しなければならな

い。 

主管部課は、町田市契約事務規則等にのっとり、履行の確認を適正に行う

べきである。 

 

措置済み 

（改善措置を講じた時期）２０２２年５月 

（改善措置の内容）受託者から業務報告（月次報告書）の受理後、管理職に

よる検査および合格証の作成をしています。 

  

 



措 置 状 況 通 知 書 

（担当部）いきいき生活部 

監査種別 ２０２２年 財政援助団体等監査 

監査対象 いきいき生活部 いきいき総務課 

監 査 の 

結 果 

＜社会福祉法人町田市福祉サービス協会＞ 

【指摘】補助金の交付手続については、補助金等の予算の執行に関する規則

等の規定にのっとり、適正に行うべきもの 

補助金等の予算の執行に関する規則第５条第１項では、補助金等の交付の

申請をしようとする者は、申請書に市長が必要と認める書類を添えて提出し

なければならないと定め、同規則第６条第１項では、市長は、補助金等の交

付の申請があった場合は、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか

を調査し、補助金等の交付の決定をしなければならないと定めている。 

また、町田市補助金等の交付に関する要綱第１１第１項では、補助事業者

等は、補助金等の交付の決定を受けた場合において、当該補助金等の概算払

を請求しようとするときは、町田市補助金等概算払交付請求書を市長に提出

しなければならないと定めている。 

高齢者福祉施設コモンズ整備事業補助金に係る関係書類の閲覧を行ったと

ころ、補助金の交付の申請及び交付の決定がされておらず、補助金の概算払

いの通知を行い、補助事業者から概算払の請求書が提出されていた。 

主管部課によれば、当初、建設に要する経費を補助するにあたり、補助事

業者から補助事業承認申請書の提出を受け、補助事業の総額を示した補助事

業承認書を交付した後、補助金交付申請書の提出を受け、補助金の交付決定

を行い、概算払の請求を受けていた。 

その後、補助金交付に係る事務処理の見直しを行う中で、当初に補助事業

の総額に対し交付決定をしている場合、毎年度の補助金の交付決定が不要で

あるとのことから、補助事業の承認を補助金の交付決定と誤認し、補助金の

交付申請、交付決定を行わず概算払として補助金を交付した。 

補助金の交付申請、交付決定を行わず概算払として補助金を交付したとの

ことであるが、補助金の概算払は、概算払をすることとした補助金の交付決

定に従い補助事業者から概算払の請求を受け、債務金額の確定前に支出する

ものである。 

また、補助事業の承認を補助事業に係る補助金の交付決定と誤認したとの

ことであるが、補助金の交付決定は、補助事業者から市長に提出された補助

金の交付申請書の内容が、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうかを

調査し行うものである。 

主管部課は、補助金等の予算の執行に関する規則等の規定にのっとり、補

助金の交付手続を適正に行うべきである。 



措置済み 

（改善措置を講じた時期）２０２３年１月 

（改善措置の内容） 

補助金の交付の手続きについては、補助金等の予算の執行に関する規則等

に則って行います。当該補助事業者に補助金を交付するためには、２０２４

年度まで毎年度補助金の交付申請書を受理する必要があり、２０２２年度３

月分の補助金交付から補助金の交付申請を受け、交付決定を行う手続きに改

めました。市は、補助事業者に対して、毎年４月に補助金の交付申請を行う

よう催告し、交付申請書の受理後から交付決定通知書の発送までスケジュー

ル管理を行うことで適切な補助金の交付を行います。 

  

 



措 置 状 況 通 知 書 

（担当部）子ども生活部 

監査種別 ２０２２年 財政援助団体等監査 

監査対象 子ども生活部 保育・幼稚園課 

監 査 の 

結 果 

＜社会福祉法人町田市福祉サービス協会＞ 

【指摘】補助金の交付手続については、補助金等の予算の執行に関する規則 

の規定にのっとり、適正に行うべきもの 

補助金等の予算の執行に関する規則第１６条第１項では、補助事業者等は、

補助事業等が完了したとき、当該補助事業等の成果を記載した実績報告書に

関係書類を添えて、市長に報告しなければならないと定め、同規則第１７条

では、市長は、実績報告書の提出を受けた場合は、当該実績報告書の審査に

より、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容に適

合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき

補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならないと定め

ている。 

町田市保育所等運営費加算補助金に係る関係書類の閲覧を行ったところ、

実績報告書に当該補助事業の成果が記載されておらず、交付すべき補助金額

に関する書類が添付されていなかった。 

主管部課によれば、実績報告書は補助事業の交付決定に対するものであり、

補助事業等の成果の記載欄は様式上になく、あくまで算定の数値及び資料を

添付するものである。実績報告書に添付された実績報告内訳書を審査し、適

正に補助金を執行している。 

また、実績報告書に添付された実績報告内訳書における実支出額は、事務

の効率化の観点から３年に一度の実地調査で確認している。 

実績報告書は補助事業の交付決定に対するものであり、補助事業等の成果

の記載欄は様式上になく、あくまで算定の数値及び資料を添付するものであ

るとのことであるが、補助金等の予算の執行に関する規則が示す実績報告書

は補助事業等の成果を記載する様式となっている。補助事業等の成果の記載

は、補助事業等の目的及び内容に適合しているかを確認するためのものであ

り、社会経済情勢の変化などに着目した検証につなげるためにも、補助事業

等の成果に対する認識を整理し、評価を行うべきである。 

また、実績報告書の関係書類における実支出額は、事務の効率化の観点か

ら３年に一度の実地調査で確認しているとのことであるが、実績報告書の審

査は、当該補助金等の額を確定するためのものであることから、提出された

関係資料と実支出額を確認する必要がある。 

主管部課は、補助金等の予算の執行に関する規則の規定にのっとり、補助

金の交付手続を適正に行うべきである。 



 

措置済み 

（改善措置を講じた時期）２０２３年１月 

（改善措置の内容） 

補助事業等の成果に対する認識を整理し、補助目的に適合した成果か確認

を行うこととしました。 

また、根拠書類と実支出額に相違なく、運営費に対し適切に補助金を充当

していることが確認できるよう実績報告書の添付資料の様式を改めました。 

  

 



措 置 状 況 通 知 書 

（担当部）財務部 

監査種別 ２０２２年 第３回定期監査 

監査対象 財務部 市有財産活用課 

監 査 の 

結 果 

＜収入事務＞ 

【指摘】督促については、町田市公有財産規則にのっとり、行うべきもの 

町田市公有財産規則第３８条では、普通財産に係る貸付料を納付期限まで

に納付しない者に対しては、納付期限経過後２０日以内に督促状を発行し、

納付すべき期限を指定して督促しなければならないと定めている。 

普通財産貸付料に係る関係書類の閲覧及び担当職員への質問を行ったとこ

ろ、督促が納付期限経過後２０日以内に行われていない事例が見受けられた。 

主管部課によれば、普通財産に係る貸付料の納付については、これまでに

納付期限を過ぎる事案が発生していないことから、納付状況の確認をすると

いう認識を欠き、督促を行っていなかったとのことであった。 

督促は、納付期限までに納付されないとき、期限を指定し、納付を促す行

為である。これまでに納付期限を過ぎる事案が発生していないことから、納

付状況の確認をするという認識を欠き、督促を行っていなかったとのことで

あるが、督促は、納付期限経過後２０日以内に督促状を発行し、納付すべき

期限を指定して行わなければならない。 

主管部課は、町田市公有財産規則にのっとり、督促を行うべきである。 

 

措置済み 

（改善措置を講じた時期）２０２２年１１月 

（改善措置の内容） 

本件については、指摘後、納付期日を明記した督促状を送付し、全額を納

付いただいております。 

財産貸付業務については、従前より納付書の発送日等を記録した台帳で管

理をしております。この度、納付期限経過後２０日以内に対応すべき督促状

の発送作業が漏れていたことを受け、台帳上での納付期限日の確認作業を定

期的に実施することに加え、調定額と納付済額の差異をシステム上でも確認

し、二重の確認を徹底することで確認漏れのないよう体制を改善いたしまし

た。 

  



措 置 状 況 通 知 書 

（担当部）財務部 

監査種別 ２０２２年 第３回定期監査 

監査対象 財務部 市民税課 

監 査 の 

結 果 

＜契約事務＞ 

【指摘】機密事項及び個人情報を取り扱う契約については、町田市個人情 

報保護条例等にのっとり、適正に行うべきもの 

町田市個人情報保護条例第３条では、「実施機関は、個人情報を収集し、保

有し、又は利用するに当たっては、市民の個人情報に関する権利を尊重する

とともに、個人情報の保護に関して必要な施策を講じなければならない。」と

定めている。 

市民税課給与支払報告書前処理業務並びに OCR 業務等労働者派遣契約（そ

の２）（単価契約）約款第２５条第１項では、派遣労働者は、業務上知り得た

市の機密事項及び個人情報を第三者に漏らし又は他の目的に利用してはなら

ないと定め、同契約における仕様書では、市は、派遣労働者に対し、市の機

密事項及び個人情報の管理教育を行うとともに、受託者を通じ市に対する機

密保持義務履行の誓約書の提出を求めるものとすると定めている。 

市民税課給与支払報告書前処理業務並びに OCR 業務等労働者派遣契約（そ

の２）（単価契約）に係る関係書類の閲覧及び担当職員への質問を行ったとこ

ろ、機密保持義務履行の誓約書が提出されていなかった。 

主管部課によれば、受託者からの提出書類の確認については、チェックシ

ートに基づき行うこととしていたが、担当者、係長及び管理職の確認が不十

分だったとのことであった。 

機密事項及び個人情報を取り扱う契約については、個人情報保護条例の趣

旨を踏まえ、適正に確認を行う必要がある。 

主管部課は、町田市個人情報保護条例等にのっとり、機密事項及び個人情

報を取り扱う契約を適正に行うべきである。 

 

  



措置済み 

（改善措置を講じた時期）２０２３年１月 

（改善措置の内容） 

仕様書で提出を求めている「機密保持義務履行の誓約書」について確実に

履行するため、業務に必要な入退室カードと引き換えに徴収することとしま

した。 

また、「機密保持義務履行の誓約書」の収受決裁時に、チェックシートを

添付することで、他の書類を含め提出書類が充足していることを確認するこ

ととしました。 

  

 



措 置 状 況 通 知 書 

（担当部）財務部 

監査種別 ２０２２年 第３回定期監査 

監査対象 財務部 資産税課 

監 査 の 

結 果 

＜契約事務＞ 

【指摘】対価の支払については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律 

等にのっとり、適正に行うべきもの 

政府契約の支払遅延防止等に関する法律第６条では、対価の支払の時期は、

相手方から適法な支払請求を受けた日から３０日以内の日としなければなら

ないと定め、業務委託単価契約約款第１７条では、請求を受けたときは、そ

の日から起算して３０日以内に、金額を支払わなければならないと定めてい

る。 

固定資産税・都市計画税納税通知書及び課税明細書作成業務委託に係る関

係書類の閲覧及び担当職員への質問を行ったところ、請求を受けた日から３

０日以内に対価の支払が行われていなかった。 

主管部課によれば、相手方から請求を受けた日から３０日以内を１か月以

内に支払うものと誤認し、係長及び管理職の確認も不十分だったとのことで

あった。 

給付の完了の確認又は検査を終了した後の対価の支払については、相手方

から適法な請求を受けた日から３０日以内に支払わなければならない。 

主管部課は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律等にのっとり、対価

の支払を適正に行うべきである。 

 

措置済み 

（改善措置を講じた時期）２０２２年１２月 

（改善措置の内容） 

 財務会計事務を担当する職員は、「会計事務の手引き」や庁内研修で使用

する「会計事務テキスト」を改めて確認し、正しい知識を身につけました。

あわせて、係長及び管理職は、決裁時に確認すべき項目を再確認しました。 

 今後も、財務会計事務を担当する職員は「会計事務に関する職場研修」を

受講するなど、会計事務に対する正しい知識を身につけ、業務にあたるとと

もに、係長及び管理職は決裁時に契約書類を確認し、対価の支払を適正に行

います。 

 



措 置 状 況 通 知 書 

（担当部）財務部 

監査種別 ２０２２年 第３回定期監査 

監査対象 財務部 資産税課 

監 査 の 

結 果 

＜契約事務＞ 

【指摘】個人情報を取り扱う契約に係る再委託については、情報セキュリテ 

ィ確保・個人情報保護のための特記仕様書にのっとり、適正に行う 

べきもの 

情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書では、受託者は

あらかじめ市に書面により申請し、承認された場合を除き、受託業務の処理

を第三者に委託してはならないと定めている。 

固定資産税・都市計画税納税通知書及び課税明細書作成業務委託に係る関

係書類の閲覧及び担当職員への質問を行ったところ、市は受託者から提出さ

れた受託業務の一部を再委託することに関する承認申請書に対する承認手続

を行わず、受託者が再委託を行っていた事例が見受けられた。 

主管部課によれば、受託業務の一部を再委託することに関する承認手続を

行う認識が欠けていたことから、承認手続を行わず、係長及び管理職による

確認も不十分だったとのことであった。 

個人情報を取り扱う契約に係る再委託については、受託者から受託業務の

一部を再委託することに対し、十分な情報セキュリティ対策がなされている

かを確認し、承認を行う必要がある。 

主管部課は、情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書に

のっとり、個人情報を取り扱う契約に係る再委託を適正に行うべきである。 

 

  



措置済み 

（改善措置を講じた時期）２０２２年１２月 

（改善措置の内容） 

 契約事務を担当する職員は、情報セキュリティ確保・個人情報保護のため

の特記仕様書「書面一覧」の内容を改めて確認し、再委託の承認手続きの必

要性を理解しました。 

今後、受託者から受託業務の一部を再委託することに関する承認申請書を

受領した際には、収受決裁と同時に承認手続きを行う仕組みにしました。こ

れにより、再委託することに対する情報セキュリティ対策の確認と承認手続

きを適正に行います。 

また、契約事務を担当する職員は「契約実務研修」を受講するなど、契約

事務に対する正しい知識を身につけ業務にあたります。 

 

  

 



措 置 状 況 通 知 書 

（担当部）財務部 

監査種別 ２０２２年 第３回定期監査 

監査対象 財務部 納税課 

監 査 の 

結 果 

＜収入事務＞ 

【意見】督促状の発送については、地方税法の趣旨を踏まえて、明確なルー

ルを設定するよう努められたい 

地方税法第３２９条第１項では、「納税者（中略）又は特別徴収義務者が納

期限（中略）までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合に

おいては、市町村の徴税吏員は、納期限後２０日以内に、督促状を発しなけ

ればならない。（後略）」と定め、同条第３項では、「特別の事情がある市町村

においては、当該市町村の条例で第１項に規定する期間と異なる期間を定め

ることができる。」と定めている。 

関係書類の閲覧及び担当職員への質問を行ったところ、地方税法第３２９

条第３項に基づく異なる期間を町田市市税条例に定めず、納期限から２０日

を経過し、督促状を発送している事例が見受けられた。 

主管部課によれば、地方税法第３２９条第３項については、地震・水害な

どの災害時や、島しょ部で納期限後２０日以内の発送が難しい等の地域特性

がある場合の特別な事情と認識している。 

また、市税の納付確認に２０日程度を要している。納付済の納税者に督促

状を発送してしまうこと及び二重納付を避けるため、納期限後２５日から３

５日程度で督促状を発送している。国税通則法基本通達では、納期限から２

０日を経過した日以後に発した督促状があっても、その効力には影響がない

とされていることから、町田市市税条例で地方税法における異なる期間を定

めていないとのことであった。 

地方税法第３２９条第３項については、災害時や地域特性がある場合の特

別な事情と認識し、また、市税の納付確認に日数を要し、納付済の納税者に

督促状を発送してしまうこと及び二重納付を避けるため、納期限後２５日か

ら３５日程度で督促状を発送しているとのことであるが、同条第１項におけ

る納期限後２０日以内の督促状の発送及び同条第３項における特別な事情に

ついて、国に法の趣旨や解釈を照会し、督促状の発送ルールを検討する必要

があると考える。 

主管部課は、地方税法の趣旨を踏まえ、納付確認等の現状に沿って督促状

発送のルールを設定するよう努められたい。 

 

  



措置済み 

（改善措置を講じた時期）２０２５年２月 

（改善措置の内容） 

 地方税法第 329 条第 1 項に規定する納期限後 20 日以内の督促状の発送に

ついては、速やかに督促状を発送することにより租税債権の確保を円滑に行

うための訓示規定であると解されています。 

期限内に納付した者に対し、督促状が届くことのないよう配慮するととも

に、地方税法の趣旨を踏まえ納期限後 25 日を目途に速やかに督促状を発送

する旨を、マニュアルに追記しました。また、随時収納確認に要する日数等

を確認し、納期限後 20 日以内の督促状発送を目指し、今後もマニュアルの

更新を行っていきます。 

  

 


